
●
固
定
資
産
に
被
害
を
受
け
た
と
き
は

　

災
害
な
ど
で
資
産
価
格
の
2
割
以
上
の

被
害
を
受
け
た
と
き
は
、
固
定
資
産
税
な

ど
を
減
免
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
市
内
の
地
価
を
お
見
せ
し
て
い
ま
す

　

と
こ
ろ
＝
市
役
所
6
階
・
行
政
資
料
閲

覧
コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン

タ
ー
、
市
立
図
書
館　

内
容
＝
①
公
示
価

格
（
地
価
公
示
法
に
よ
り
国
土
交
通
省
が

1
月
1
日
現
在
で
調
べ
、
公
示
し
た
も

の
）　

②
標
準
価
格（
国
土
利
用
計
画
法
に

よ
り
、
県
知
事
が
7
月
1
日
現
在
で
調
べ
、

告
示
し
た
も
の
）。
土
地
利
用
現
況
別
に

約
百
三
十
カ
所
を
選
び
、
不
動
産
鑑
定
士

の
評
価
を
基
に
1
平
方
�
当
た
り
の
価
格

で
表
示
し
て
い
ま
す
。

●
6
月
1
日
〜
7
日
は
水
道
週
間

　

水
の
有
効
利
用
と
石
木
ダ
ム
建
設
促
進

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
平
成　

年
の
交
通
事
故
状
況

16

　

県
内
の
交
通
事
故
の
主
な
特
徴
と
し
て
、

年
齢
別
死
者
数
で　

歳
以
上
が
全
体
の

65

　

・
7
％
、
類
型
別
死
者
数
で
は
歩
行
者

55が
全
体
の　

・
7
％
と
い
う
高
い
割
合
を

37

占
め
ま
し
た
。
市
内
の
交
通
事
故
は
、
件

数
、
死
傷
者
数
と
も
前
年
を
下
回
り
ま
し

た
。
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
市
営
バ
ス
の
共
通
回
数
券
（
レ
モ
ン
チ

　

ケ
ッ
ト
）
を
払
い
戻
し
し
ま
す

　

共
通
回
数
券
（
レ
モ
ン
チ
ケ
ッ
ト
）
の

使
用
期
限
は
3
月　

日
で
し
た
。
使
用
し

31

な
か
っ
た
レ
モ
ン
チ
ケ
ッ
ト
は
、
6
月　
30

日
ま
で
駅
前
市
営
バ
ス
セ
ン
タ
ー
、
島
瀬

定
期
券
発
売
所
、
矢
峰
営
業
所
、
黒
髪
営

業
所
で
払
い
戻
し
し
ま
す
。

●
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
よ
る
一
斉
パ
ト

　

ロ
ー
ル
を
実
施

　

建
築
物
解
体
中
の
現
場
や
建
設
現
場
な

ど
で
、
建
設
資
材
廃
棄
物
の
分
別
解
体
、

再
資
源
化
な
ど
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
ま
す　

実
施

期
間
＝
5
月　

〜　

日

23

27

●
市
道
の
照
明
灯
が
消
え
て
い
る
と
き
な

　

ど
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

　

市
道
の
照
明
灯
が
消
え
て
い
る
と
き
�

土
木
部
管
理
課
▼
市
道
に
穴
が
開
い
て
い

る
と
き
�
道
路
維
持
課
▼
道
路
へ
の
足
場

設
置
、
河
川
へ
の
橋
の
設
置
な
ど
、
道
路
・

河
川
を
占
用
す
る
と
き
�
土
木
部
管
理
課

●
廃
棄
物
に
関
す
る
書
類
の
提
出
を

　

種
類　

①
P
C
B
廃
棄
物
を
保
管
し
て

い
る
事
業
者
�
保
管
状
況
届
出
書（
2
通
）

②
産
業
廃
棄
物
の
多
量
排
出
事
業
者
�
報

告
書
と
計
画
書　

※
②
は
前
年
度
の
産
業

廃
棄
物
が
千
㌧
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

は　

㌧
）
以
上
の
事
業
者　

提
出
先
＝
同

50
課　

締
め
切
り
＝
6
月　

日
必
着

30

●
6
月
か
ら
佐
世
保
港
臨
港
地
区
内
の
一

　

部
で
構
築
物
の
用
途
を
規
制

　

佐
世
保
港
に
隣
接
す
る
土
地
の
一
部
で

は
、
物
流
や
生
産
な
ど
の
港
湾
活
動
を
円

滑
に
行
う
た
め
、
条
例
制
定
に
よ
り
、
6

月
か
ら
新
た
に
建
設
さ
れ
る
構
築
物
の
用

途
が
規
制
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
土
地
で

は
、
建
物
を
建
て
る
際
に
建
築
確
認
申
請

前
に
港
湾
部
で
の
審
査
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

●
永
久
選
挙
人
名
簿
、
在
外
選
挙
人
名
簿

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

と
き
＝
6
月
3
〜
7
日
8
時　

分
〜

30

　

時　

と
こ
ろ
＝
同
事
務
局
（
4
〜
5
日

17は
市
役
所
1
階
・
管
理
員
室
）　

永
久
選
挙

人
名
簿
の
登
録
資
格
＝
昭
和　

年
6
月
2

60

日
ま
で
に
生
ま
れ
、
こ
と
し
3
月
1
日
ま

で
に
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
人

（
6
月
1
日
現
在
で
調
べ
、
新
た
な
有
資

格
者
を
6
月
2
日
に
追
加
登
録
し
ま
す
）

在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
資
格
＝　

歳
以

20

上
の
日
本
国
民
で
国
外
へ
住
所
を
移
し
た

人
（
ほ
か
に
条
件
あ
り
。
同
委
員
会
に
申

請
が
あ
っ
た
人
を
随
時
登
録
）

●
労
働
保
険
料
の
申
告
・
納
付
を

　

事
業
主
の
皆
さ
ん
は
、
労
災
保
険
や
雇

用
保
険
の
申
告
・
納
付
の
手
続
き
を　

締

め
切
り
＝
5
月　

日
20

2005.5
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あ
ら
ゆ
る
人
の
人
権　

社
会
の
変
化
に
よ
り
、
新
た
な
人
権
問
題
が
表
面
化
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
性
同
一
性
障
害
が
あ
る
人
や
同
性
愛
者
な
ど
へ
の
性
的
指
向

性
に
か
か
わ
る
人
権
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。
社
会
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
を
持
つ
人
々
が

暮
ら
し
て
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
認
め
合
い
、
あ
ら
ゆ
る

人
の
人
権
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。　　
　
　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
■
市
役
所
交
通
安
全
対
策
課

　
■
交
通
局
業
務
課　
　

（
�
�
5
1
1
1
）

　
■
市
役
所
土
木
部
管
理
課
、
道
路
維
持
課

　
■
市
役
所
財
産
管
理
課

　
■
市
役
所
建
築
指
導
課

　
■
市
港
湾
部
管
理
課　

（
�
�
6
1
2
9
）

　
■
水
道
局
総
務
課　
　
（
�
�
1
1
5
1
）

傷者数死者数件　数警察署

（-137）8636（-1）（-83）701佐世保署

（-7）6292（-2）（-14）451早岐署

（-11）4351（ 0）（+1）343相浦署

（-155）1,9279（-3）（-96）1,495合　計

※ことしの県の交通安全スローガンは「守
　ろう交通ルール　高めよう交通マナー」
　です。交通事故のない明るい社会を築く
　ため、ご協力をお願いします。

（　）は前年比

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課　
　
　

　
（
�
8
5
7
の
0
8
5
1
、
稲
荷
町
1
の

　

8
、
�
�
0
6
6
0
）

　
■
長
崎
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
室　　

　　　　　　　　　　　
（
�
0
9
5
・
8
4
6
・
6
3
4
5
）

●
来
春
卒
業
予
定
の
大
学
生
な
ど
を
対
象

　

に
し
た
就
職
面
談
会

　

と
き
＝
5
月　

日　

〜　

時　

と
こ
ろ

26

13

16

＝
体
育
文
化
館　

参
加
企
業
＝
約　

社　
30

対
象
＝
来
年
3
月
卒
業
予
定
の
大
学
、
短

大
、
高
専
、
各
種
専
門
学
校
の
学
生
と
、

こ
と
し
3
月
に
卒
業
し
た
未
就
職
者

●
行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

行
政
に
関
す
る
苦
情
や
ご
要
望
な
ど
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
▼
羽
辺
泰
男

（
野
中
町
）
▼
堀
田
義
純
（
赤
崎
町
）
▼

井
�
慶
子
（
保
立
町
）
▼
小
寺
五
郎
（
早

岐
一
丁
目
）
▼
小
田
サ
ヱ
子
（
須
田
尾
町
）

▼
岡
村
大
藏
（
有
福
町
）
▼
川
崎
策
功

（
吉
井
町
踊
瀬
）
▼
山
口
宗
光
（
世
知
原

町
栗
迎
）　

※
連
絡
先
は
市
民
相
談
室
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
無
料
出
張
総
合
相
談

　

と
き
、
と
こ
ろ　

5
月　

日　

〜　

時

26

10

15

＝
東
部
住
民
セ
ン
タ
ー
、
5
月　

日　

〜

27

10

　

時
＝
相
浦
支
所　

相
談
内
容
＝
行
政
や

15年
金
に
関
す
る
相
談
、
一
般
相
談　

※
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
暴
力
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

　

暴
力
団
に
関
す
る
問
題
は
迷
わ
ず
、
恐

れ
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
特
設
相
談
所

　

と
き
＝
6
月
1
日　

〜　

時　

と
こ
ろ

10

17

＝
西
地
区
公
民
館
（
金
比
良
町
）、
南
地
区

公
民
館
（
稲
荷
町
）、
ひ
ま
わ
り
の
館
（
吉

井
町
前
岳
）、
世
知
原
行
政
セ
ン
タ
ー　

相
談
内
容
＝
家
庭
、
近
隣
、
職
場
、
相
続
・

登
記
な
ど
の
問
題　

※
相
談
は
無
料
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
計
量
器
定
期
検
査
日
程

　

日
程　
【
5
月
】①　

日
＝
大
宮
町
消
防

10

団
詰
所　

②　

日
＝
東
浜
1
組
自
治
会
館

12

③　

日
＝
西
天
神
第
2
集
会
場　

④　

日

13

16

＝
若
葉
町
1
組
公
民
館　

⑤　

日
＝
南
地

19

区
公
民
館　

⑥　

日
＝
戸
尾
町
公
会
堂　

20

⑦　

日
＝
東
小
佐
世
保
町
公
民
館　

⑧　

24

31

日
＝
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
【
6
月
】⑨

1
日
＝
市
営
競
輪
場　

⑩
2
日
＝
体
育
文

化
館　

時
間　

①
〜
⑦
⑨
＝　

時　

分
〜

13

30

　

時　

分
、
⑧
＝
8
時　

分
〜　

時
、
⑩

15

30

30

17

＝　

〜　

時　

10

15

●
国
民
年
金
の
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

対
象
は
、
学
生
で
は
な
い　

歳
未
満
の

30

被
保
険
者
で
、
申
請
が
認
め
ら
れ
た
期
間

は
、
保
険
料
を　

年
間
、
後
か
ら
納
付
で

10

き
ま
す
。
所
得
が
一
定
額
以
上
の
世
帯
主

と
同
居
し
て
い
る
た
め
、
申
請
免
除
の
対

象
と
な
ら
な
か
っ
た
人
も
申
請
で
き
ま
す
。

●
国
保
の
変
更
届
け
は　

日
以
内
に

14

　

転
入
、
転
出
、
健
康
保
険
の
種
類
や
記

載
事
項
が
変
更
に
な
っ
た
ら
、
世
帯
主
が

同
課
か
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手

続
き
を
。
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て

も
国
保
を
や
め
る
手
続
き
を
し
て
い
な
い

と
、
保
険
税
を
二
重
に
支
払
う
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
国
保
へ
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ

る
と
、
最
高
3
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

国
保
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　

●
交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
ら

　

交
通
事
故
に
遭
っ
て
国
民
健
康
保
険
を

使
う
と
き
は
、
ま
ず
警
察
に
届
け
出
て
、

医
療
機
関
に
そ
の
旨
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
課
に
も
届
け
出
が
必
要
で

す
。
飼
い
犬
に
か
ま
れ
た
と
き
や
傷
害
な

ど
の
場
合
も
同
課
で
手
続
き
を
。

●
7
月
か
ら
吉
井
・
世
知
原
地
区
の
税
務

　

署
の
管
轄
が
変
更
さ
れ
ま
す

　

国
税
の
取
り
扱
い
が
、
佐
世
保
税
務
署

（
木
場
田
町
・
佐
世
保
合
同
庁
舎
内
）
の

管
轄
に
な
り
ま
す
。　

※
6
月　

日
ま
で

30

は
、
平
戸
税
務
署
が
管
轄
で
す
。

●
5
月
は
軽
自
動
車
税
、
固
定
資
産
税
第

　

1
期
分
の
納
付
月
で
す

　

5
月
中
旬
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

5
月
中
に
納
付
を
。
※
納
め
忘
れ
が
な
い

口
座
振
替
や
納
税
組
合
の
ご
利
用
を
。

●
市
県
民
税
の
減
税
を
実
施
し
ま
す

　

定
率
減
税
で
、
市
県
民
税
所
得
割
額
の

　

％
相
当
額
（
上
限
4
万
円
）
を
減
税
。

15
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■
市
役
所
市
民
相
談
室

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所
（
�
�
1
1  

    
4
8
）、
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
市
民
税
課

　
■
市
役
所
納
税
課
、
資
産
税
課

　
■
佐
世
保
税
務
署　
　
（
�
�
2
1
6
1
）

　
■
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
2
5
9
2
）

　
■
佐
世
保
商
工
会
議
所
（
�
�
6
1
2
1
）

　
■
市
役
所
市
民
相
談
室

　
■
県
暴
力
追
放
県
民
会
議
（
�
0
9
5
・

　

8
2
5
・
0
8
9
3
）、
県
警
察
本
部
暴

　

力
追
放
テ
レ
ホ
ン
（
�
0
9
5
・
8
2

　

2
・
0
0
0
7
）、
最
寄
り
の
警
察

　
■
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
�
�
4
8
5
0
）


